
平 成 1 4 年 度 厚 生 労 働 省 税 制 改 正 （ 評 価 書 ） 

     

制 度 名 退所者給与金の創設に伴う税制上の所要の措置 

 

 ハンセン病療養所退所者に対して、一定の生活水準を保障するために支給

される退所者給与金を税制上非課税とすること。 

 

改 

正 

の 

内 

容 

 
減税見込額 

（平年度） 
 １５６百万円 

(1) 政策目的 

ハンセン病療養所退所者に対して、（「ハンセン病療養所入所者等に対

する補償金の支給等に関する法律」第１１条における「福祉の増進」の具

体的施策として創設を予定している）退所者給与金を支給することによ

り、退所者の方々の一定の生活水準を保障すること。 

(2) 施策の必要性 

ハンセン病問題については、昨年５月１１日の熊本地裁判決を受け、政

府として控訴を行わない旨の決定を行ったものであり、その際、出された

内閣総理大臣談話において、名誉回復及び福祉増進のために可能な限りの

措置を講ずることとされ、退所者給与金（年金）の創設が決定されたもの

である。 

この退所者給与金は、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支

給等に関する法律」第１１条に基づく「福祉の増進」の具体的措置として

位置づけられるものであり、退所者給与金をより実効性のあるものとし、

福祉増進のために可能な限りの措置を講ずるためには、税制上の措置を講

ずることが必要である。 
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(3) 施策の適正性（公平性・優先性等） 

ハンセン病療養所の退所者は、概して低水準の厳しい生活を強いられて

おり、彼らの生活の安定に資するよう、本制度が創設されるものである。

本制度が課税された場合、本制度が想定する退所者の生活水準が守れなく

なるおそれがある。 

 

(4) 施策の効率性 

本制度について非課税措置を講じることで、本制度がより有効なものと

なり、療養所入所者の社会復帰がより促進されることになる。 

政 策 の 

達 成 目 標 

ハンセン病療養所退所者の福祉の増進 

 

当 該 項 

目 以 外 の 

支 援 措 置 

社会復帰準備支援事業 

 ハンセン病療養所を退所し社会復帰を希望する者に対して、社会復帰に際

して必要となる住宅準備費用、引越費用等の退所準備等費用及び社会生活訓

練に要する費用を支援する事業 

担当課名  健康局疾病対策課 

 


